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商
法
の

貸
借
対
照

表
規
定
と

破
産
法
と

の

関

連

-
貸
借
対

照
表

法
に

於
け
る

債
権
者
保

護
問
題
へ

の

第
一

歩

1

5 0 ∂

一

序

か

つ

て

ド

イ

ツ

及
び

日

本
の

商
法
の

貸
借
対

照

表
規

定
､

特
に

資
産
の

評

価
･

能
力

規
定
が

､

専
ら

債
権
者
保
護
の

立

場
か

ら

の

も
の

で

あ

っ

た

こ

と

は

周

知
で

あ

る
｡

即

ち
､

資
産
の

評
価
は

真

実
価

値
=

換
価
処

分

価
値
に

よ

り
､

ま

た

そ

の

よ

う
な

価
値
の

あ

る

財
産
に

限

り

貸
借
対

照

表
に

計
上

す

る

こ

と

(

=

貸
借

対

照

表

能
力
)

が

認

め

ら
れ

た
｡

か

く
し
て

､

｢

換
価
処

分
価

値

に

よ

り

把

捉
さ

れ

た

財
産
が

法

定

資
本

相

当

額
だ

け

会
社
に

留
保
さ

れ

る

と

き
､

株
式

会
社

債
権

者

保
護

は

全
き

も

の

と

な

る

と

構
想

し

た

(

1
)

の

で

あ
っ

た
｡

+

安

藤

英

義

(

2
)

と
こ

ろ

が
､

ド

イ

ツ

に

遅
れ

て

日

本
で

も

昭

和
一

三

年
(

一

九

三

八

年
)

の

商

法

改
正

か

ら
､

貸
借
対

照
表

(

評
価

･

能
力
)

規

定
の

云

わ

ば

軟
化
が

は

じ

ま
っ

た
｡

即

ち

固
定

資
産
に

つ

い

て
､

時
価
が

そ

れ

よ

り

低
い

場
合

で

も

原

価
(

マ

イ

ナ

ス

減

価

償
却

額
)

に

よ

る

評

価
を

許
容

す
る

よ

う
に

な
り

､

他
方

､

創
業
費

等

の

貸
借
対

照

表

能
力

を

許
容

す
る

よ

う
に

な
っ

た

の

で

あ

る
｡

そ

し

て

遂
に

今
日

で

は
､

日

本

商
法
及

び

ド

イ

ツ

株
式

法
に

於
て

､

周

知
の

よ

う
に

総
て

の

資
産
に

つ

い

て

原

価

を

中

心

と

し
た

評
価

規

定
が

行
わ

れ
､

ま

た

特
に

日

本

商
法
で

は

相

当

範
囲
の

繰
延

資

産
の

計
上

が

許

容
さ

れ

る

に

至
っ

て

い

る
｡

そ

し

て
､

こ

う
し

た

新
し

い

貸
借
対

照

表

規
定
に

つ

い

て

は
､

そ

れ

が

株
主

保

護
の

要
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(

3
)

諸
に

基
づ

く

も
の

で

あ

る

と

い

う

説

明
が

一

般
に

な

さ

れ

て

い

る
｡

さ

て
､

こ

の

よ

う
に

見
て

く
る

と
､

ド

イ

ツ

及
び

日

本
の

商
法

の

貸
借
対

照

表

(

評
価

･

能

力
)

規
定
が

､

図
式

的
に

云
っ

て
､

従

来
の

債
権
者

保

護
か

ら

近

時

次

第
に

株
主

保

護
へ

と
､

そ

の

志

向

を

変
え

て

い

る

こ

と

は

香
走

出
来

な
い

よ

う
で

あ

る
｡

そ

う

な

る

と
､

近

時
の

商
法
に

於
け

る

債

権
者
保

護
の

問
題
が

生
じ

て

く

(

4
)

る
｡

即

ち
､

商
法
が

新
た

に

株
主

保

護
を

志
向

す
る

こ

と

自
体
は

問
題
な
い

の

で

あ

る

が
､

し
か

し

も

し

そ

の

為
に

従

来
の

債
権

者

保
護
が

な
い

が

し

ろ
に

さ

れ

る

こ

と

に

な

れ

ば
､

こ

れ

は

問
題
で

あ

る
｡

こ

の

問
題
に

つ

い

て

は
､

こ

れ

ま
で

我

国
に

於
て

､

法
学
及

び

会
計

学
の

大
家
と

目
さ

れ

た

人
々

が

取

組
ん

で

き

た
｡

田

中

新
大

(

5
)

郎

博
士

は

所
謂
｢

妥

協
の

論
理
+

を

展
開

し
､

他

方
､

こ

れ

に

対

(

6
)

し
て

山

下

勝

治

博
士
ほ

所
謂
｢

利
害
調

整
の

論
理
+

を

構
想
し

た
｡

し

か

し
､

山

下

博
士
の

｢

利
害
調

整
の

論
理
+

は
､

私

見
に

よ

れ

(

7
)

ば
､

そ

の

雄

大

な

構
想
に

も
か

か

わ

ら

ず
､

其
処
彼
処

､

そ

れ

も

(

8
)

重

要
な

部
分
に

於
て

､

結
局

｢

妥
協
の

論
理
+

を

用
い

て

い

る
｡

か

く

し
て

結
局

､

こ

の

問
題
に

統
一

的
な

説

明
を

与

え

て

い

る

も

の

に

は
､

今

迄
の

と

こ

ろ

田

中

博
士
の

｢

妥

協
の

論
理
+

し

か

な

い

と
云

う
も

過

言
で

は

な
い

｡

昭

和
一

九

年
に

発
表
さ

れ

た

こ

の

理

論
は

､

日

本
に

於
て

未
だ

健
在
で

あ

る

し
､

ま

た

ド

イ

ツ

で

も

(

9
)

近

時
こ

の

よ

う

な

説

明

を

見
か

け
る

｡

と

こ

ろ

で
､

こ

の

所
謂
｢

妥

協
の

論
理
+

と

は
､

近

時
の

貸
借

対

照

表

(

評

価
･

能
力
)

規

定
を

､

債
権

者

保

護
=

財
産
表

示

と

(

1 0
)

株
主

保
護
=

損

益

計

算
と

の

妥

協
の

産
物
と

観
る

理

論
で

あ

る
｡

そ

し
て

そ

こ

で

は
､

債
権
者

保

護
=

財
産
表

示
が

商
法

本

来
の

立

場
で

あ
っ

て
､

し

か

も

こ

の

立

場
そ

の

も
の

は

確

固
不

動
で

あ

る

(

1 1
)

と

い

う
こ

と

が

当

然
の

前

提
と

さ

れ

て

い

る
｡

果
し
て

､

こ

の

前

提
は

正

し
い

で

あ

ろ

う

か
｡

も
し

､

債
権
者
保

護
=

財
産
表

示
に

つ

い

て

商
法
本

来
の

立

場
に

変
化
が

生
じ

得
る

の

で

あ

れ

ば
､

所

謂
｢

妥

協
の

論
理
+

に

代

わ
っ

て

新
た

な
理

論
が

可

能
と

な

ろ

う
｡

実
は

､

こ

の

小

論
で

取

扱

う
の

は
､

大

胆
に

も
こ

の

新

し
い

理

論

ヽ

ヽ

ヽ

へ

の

第
一

歩
に

他
な

ら

な
い

｡

(

l
)

田

中

誠
二

･

久

保
欣

哉
､

新

株
式

会

社

会

計

法
､

中

央
経

済
社

､

昭

和
三

九

年
､

三

四

頁
1
三

五

頁
｡

(

2
)

ド

イ
ツ

で

は
､

一

八

八

四

年
株
式
法

改

正

法
か

ら
､

固
定

資
産

の

原

価

(

マ

イ

ナ

ス

減
価

償
却

額
)

評

価
が

許

容

さ

れ
る

よ

う
に

な

り
､

ま

た

能

力

規
定
の

面
で

は
､

一

九
三

一

年
株
式

法

命

令
及
び

一

九
三

七

年

株

式

法
か

ら

軟

化
が

み

ら

れ

る
｡

(

3
)

ド

イ

ツ

の

一

九

六
五

年
株

式

法

制
定

に

際
し

て
､

政

府

草

案
の

(U
)

評
価

規
定

に

抜

本

的

な

変
更

を

加
え
た

連
邦
議
会

委
員
会
の

報

告
書

朗
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(

甲

只
r

O

七

戸

A
打
t
-

e

長
e
S

e
t

N
､

ロ

宏
s

e
-

計
昇

一

九

六

五

年
､

二

三

九

頁

-
二

四

〇

頁
｡

慶

応

義

塾

大
学

商

法

研

究

会

訳
､

西

独

株

式

法
､

昭

和

四

四

年
､

二

七

九

頁
-
二

八

〇

頁
)

は
､

そ

の

典

型
で

あ

ろ

う
｡

田

中

新
太

郎
､

貸
借

対

照

表

法
の

論
理

､

有

斐
圃

､

昭

和
一

九

年
､

二

三

七

頁
､

及

び

山

下

勝

治
､

貸
借

対

照

表

論
､

中

央

経
済

社
､

昭

和

四
二

年
､

一

二

頁
に

於

て

も
､

こ

の

よ

う

な

説

明
を

見
る

｡

と
こ

ろ
で

､

こ

の

新

し
い

規
定

が

何

故
､

ど
の

よ

う
に

し

て

株
主

保

護
に

役
立
つ

の

か

と

い

う

点
に

つ

い

て

は
､

未
だ

必

ず
し
も

充

分

な

説
明

が

な
さ

れ

て

い

る

と

は

思

わ

れ

な
い

｡

し

か

し
､

こ

こ

で

は

こ

の

点

に

は

立

ち

入

ら

な
い

｡

(

4
)

味

村

治

｢

資
本

維
持
の

原

則
と

収

益

力
の

表

示
+

､

商
事

迭

務
研

究
､

第
一

二

〇

号
､

一

九
五

八

年
一

一

月
､

三

二
一

頁
-
三

二

三
ゴ

貝
｡

(

5
)

田

中

新
太

郎
､

前

掲

書
､

の

内

容

を
､

山

下

勝

治

博

士
が

名
付

け

た

も
の

で

あ

る

(

山

下

勝

治
､

前

掲

書
､

序
文

参
照
)

｡

(

6
)

山

下

勝

治
､

前
掲

書
､

八

東
｡

(

7
)

｢

近

代
の

期

間

損

益

計

算
制

度
の

下
で

は
､

直

接
的

に

は
､

株

主
､

と

く
に

浮

動

株
主

群

間
の

相

対
立

す
る

利
害

を

適
正

に

調

整

す

る

と

い

う

株
主

保
護
の

要
請
に

応

え
て

成

立

し
た

も

の

と

考
え

ら

れ

る

が
､

実
は

､

そ

の

下

で
､

債

権

者

利

益
の

保
護
が

確

実
に

達
成

さ

れ

る

も
の

で

あ

る
｡

+

(

山

下

勝

治
､

前

掲

書
､

序
に

代

え
て

､

一

〇

貞
｡

)

(

8
)

(

9
)

山

下

勝

治
､

前

掲

書
､

一

一

二

頁
､

一

一

三

頁
､

三

二

九

頁
｡

只

琶
丁

江
の

F
N

句
O
r
の
t

①
r

､

こ

く
O

m

G

旨
亡

b

首
寛
∽

C

F

亡
{

N

N

亡

m

A
粁
t
i

O

ロ

賢
s

c

F

已
N

-
ら
O

r

≠
｢

p
ロ

d
①
-

訂
(

訂
日

田
e

弓
e

r
t

G
】

品
∽

b
e

∽

t
i

･

m
ヨ
亡

品
0

ロ

告
∽

A

賢
e

ロ

記
C

F
t
s

㌧
■

D
岩

.

W
ま
s

c

F

已
t

葛
昌

{

d

5
g
-

-

Y

訂
こ

一

九

六
四

年
､

四
二

二

頁
-
四
二

九

頁
｡

(

1 0
)

田

中

新
太

郎
､

前

輪

苔
､

二
一

三

頁
｡

(

1 1
)

田

中

新
太

郎
､

前

掲

芋
､

二

〇

三

頁

-
二

〇

四

頁
｡

そ

も

そ

も
､

複
数
の

立

場
(

目
的
)

が

あ

り

し

か

も

そ

れ

ぞ

れ
が

確

固

不

動
で

あ

る

場

合
に

は

じ

め
て

､

〝

妥

協
″

或

は

〝

互

譲
″

(

田

中

新
太

郎
､

前

掲

書
､

二

三
一

頁
)

と
い

う

概

念
が

妥
当

す
る

｡

立

場
(

目

的
)

そ

の

も
の

が

変
化

す
る

易
合
に

ほ
､

か

か

る

概

念
ほ

当

て

は

ま

ら

な
い

で

あ

ろ

う
｡

二

債
権
者
保

護
と

破

産
法

私

は
､

大

陸
系
商
法
の

会

計
規

定
に

於
け

る

債

権
者

保

護
の

問

題
を

扱
う

場
合
に

は
､

破

産
法
と

の

関

連
を

無
視
す

る

こ

と

は

で

き
な
い

と

考
え

る
｡

そ

の

こ

と
ほ

､

何
よ

り

も

ま

ず
､

商
法
会

計

規
定
の

歴

史
的

経

過
に

鑑
み

て

云

え

る
｡

近

代
の

商
法
会
計

規
定

の

囁
矢

､

一

六
七

三

年
の

フ

ラ

ン

ス

国

王

ル

イ
一

四

世
の

商
事
勅

令
の

商
業

帳

簿
の

規
定
が

､

破

産

法
を

前

提
と

し

た

も
の

で

あ

っ

(

1
)

た

こ

と

は

周

知
で

あ

る
｡

更
に

､

ド

イ

ツ

系
商
法
の

評
価

規
定
の

祖
､

一

八

六
一

年
普
通
ド

イ

ツ

商

法

第
三

一

条
(

か

の

有

名

な

｢

付

す
べ

き

価
値
+

の

規

定
)

も

破

産
法

と

深
い

関
連
が

あ
っ

た

∂J O
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(

2
)

こ

と
が

､

同
法

第
二

四

〇

条

か

ら

明

ら
か

で

あ

る
｡

か

か

る

歴
史

的
経

過

は
､

商
法
会
計

規

定
に

於

け

る

債
権

者
保

護
の

問
題
を

考

え

る

場
合
に

､

破

産
法

と

の

関
連
を

無
視

で

き

な
い

こ

と

を

推
理

せ

し

め

る
｡

そ

し

て
､

こ

の

よ

う

な
云

わ

ば

経

験
か

ら
の

推
理
ほ

､

次
の

よ

う
な

云

わ

ば

条
理
に

ょ

る

推
理
に

ょ
っ

て

補
強
さ

れ

る
｡

即

ち
､

一

国
に

於

け
る

債
権
者
保

護
の

最

も

基

本

的

な

思

考
は

､

ま

ず
以
て

そ

の

国
の

破

産
法
の

中
に

現

わ

れ

て

い

る

に

違
い

な
い

｡

も

し

そ

う
で

あ

れ

ば
､

商
法
に

於
け

る

債
権
者

保

護
思

考
が

､

破

産
法
の

影
響
を

受
け
る

の

は

当

然
で

あ

る
｡

以

上
の

よ

う
な

推
理

に

基
づ

き
､

私
は

､

破

産

法
と

の

関

連
に

於
て

､

商
法

会

計

規

定
に

於
け
る

債
権
者

保

護
の

問
題
に

接
近

す

る
｡(

l
)

商
事

勅
令

､

第
三

編

第

九

条

-
第

一

二

条
､

及
び

第

四

編

第
一

条
(

只
.

哲
r

ユ
F

-

D
-

e

E
n
t

ま
c

打
-

昌
粥

告
s

告
已
∽

C

F
e

n

望
-

呂
N
･

【
e

旨
t
∽

､

-
.

ロ
ー

こ

S
t

已
t

g

駕
t

.

一

九

五

三

年
､

二

六

五

頁
｡

l
･

S

写
P

字

｢
e

胃
ユ
凹

已

n

舟
｡
C

訂

早
口

○
亡

く

各
e

芦
,

六
三

〇

頁

1
六
三

一

頁
)

｡

岸

悦
三

｢

一

六

七
三

年
フ

ラ

ン

ス

商

事

勅

令

規

定
に

お

け
る

商

業

帳

簿
並

び

に

財
産

目

録
に

つ

い

て

(

一

)

+
､

会
計

､

昭

和

四

四

年
一

月

号
､

三

三

頁
1
三

五

頁
｡

司

法

省
､

ロ

エ

ス

レ

ル

氏

起

稿

商

法

草

案
､

明

治
一

七

年
､

一

八

八

頁
｡

(

2
)

第
二

四

〇

条

｢

最

終
の

貸

借
対

照
表

に

よ

り
:

…
･

会

社
の

財
産

が

も
は

や

債
務
を

填

補
し

な
い

こ

と

が

判

明

し

た

場

合
に

は
､

取

締

役
は

､

裁

判

所
に

破

産
開

始
の

た

め

に

こ

の

こ

と

を

届

け

出
ね

ば

な

ら

な
い

｡

+

(

E
.

S

.
勺
亡
C

F
e
-

t

(

H
H
∽

甲
)

-

只
｡

m
ヨ
e

已
賀
N

亡

m

A
-

丁

笥
m
已
ロ
e

ロ

H
古
亡
t
S

C

F

昌

甘

弓

邑
∽

笥
S

｡
t

N

b

宍
F

･

｢

出
缶
･･

L
｡

骨

N

昇

一

八

八
二

年
､

四

九

七

頁

-
四

九
八

頁
参
照

｡

)

三

破

産

法
に

於
け

る

債
権
者

保

護
思

考

破

産
法
に

於
け
る

債
権

者

保

護
思

考
は

､

こ

れ

を

破

産
手

続
の

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

段
階
に

於
け

る

そ

れ

と
､

云

わ
ば

破

産
手

続
以

前
の

段
階
に

於
け

る

そ

れ

と

に

分
け
て

考
え

ら

れ

る
｡

そ

の

う

ち
､

ま

ず
後
者

の

債

権
者

保

護
思

考
と

は
､

債
務

者
の

故
意

･

過

失
に

よ

る

破

産
か

ら

債
権
者
を

保

護
し

ょ

う

と

す
る

も

の

で

あ

る
｡

前
に

触
れ

た
一

六

七

三

年
商
事
勅
令
の

第
三

編
商
業

帳
簿
の

規
定
が

､

か

か

る

思

考
に

基
づ

い

て

い

る

こ

と

は
､

〝

帳

簿
の

作
成

を

怠
っ

て

い

た

商
人
が

破

産
す

れ

ば
､

彼
は

詐
欺
破

産
(

1
)

者
と

し
て

死

刑
に

も

さ

れ

か

ね

な
い

″

と

云

う
主

旨
の

罰
則

規
定

を

見
る

迄
も

な

く
､

一

般
に

知
ら
れ

て

い

る
｡

と

こ

ろ

で
､

か

か

る

債
権

者
保

護
思

考

-
そ

れ

は
一

八

〇
七

年
フ

ラ

ン

ス

商
法
を

(

2
)

経
て

我

国
の

現

行

破

産
法
に

も

受
け

継
が

れ

て

い

る

1
は

､

数

(

3
)

J

量
(

物
量
)

計
算

(

P

冒
口
耶

e

n
【

罵
F

n

亡

口

巴

と

結
び

付

き
､

必

ず

朗



一 橋論叢 第七 十 三 巻 第六 号 ( 3 2 )

(

3
)

し

も

価

値

(

価
額
)

計
算

つ

言
ユ

蒜
C

h

ロ

⊂

n

巴

を

必

要
と

し

な
い

｡

そ

こ

で

は
､

日

頃
商
人

に

数

量

計

算
に

よ

る

日

記

帳
と

財
産
目

録

の

作
成
を

さ

せ

る

こ

と

に

よ

っ

て
､

商
人
が

破

産
に

際
し

て

と

か

く

行
い

が

ち
な

財
産
隠

匿
を

特
に

防
止

す
る

こ

と

が

主

眼

で

あ

る

(

4
)

か

ら
で

あ

る
｡

次
に

､

破

産
手

続
の

段
階
に

於

け
る

債
権

者
保

護
思

考
で

あ

る
｡

こ

れ

を

考
え

る

に

は
､

破

産
の

定

義
が

役
に

立
つ
｡

破

産
と

は
､

｢

債
務

者
が

そ

の

債
務

を

完
済

す
る

こ

と

が

不

能

な

状

態
に

陥
っ

た

場
合
に

､

債
務

者
の

総
財

産
を

総
て

の

債
権
者
に

公

平
に

弁

済

(

5
)

し

ょ

う

と
い

う

裁

判

上
の

手

続
+

で

あ

る

と

定

義
さ

れ

る
｡

こ

の

定

義
の

中
で

ま

ず
､

債
権
者
問
の

公

平

な

損

失

分

担
と
い

う

思

考

が

目
に

つ

く
が

､

し

か

し
こ

の

思

考

は
､

商
法
の

会

計

規

定
に

は

関
連
を

も

た

な
い

｡

従
っ

て
､

こ

こ

で

は

重

要
で

は

な
い

｡

重

要

な
の

は
､

実
は

､

債
務
の

完
済
不

能
の

状

態
､

即

ち

破

産
手

続
を

開
始
す
べ

き

状

況
の

問
題
で

あ

る
｡

こ

れ

は
､

債
権
者
間
で

分

担

す
べ

き

損
失

(

害
)

の

総
額
に

関

係

す
る

問
題
で

あ

る

が

故
に

､

債
権
者
保

護
に

と
っ

て

非
常
に

重

要
で

あ

る
｡

破

産

法
は

､

破

産

手

続
を

開
始
す
べ

き

状
況

即

ち

破

産

原

因
を

定
め

て

い

る

が
､

そ

れ

は
､

適
当

な

状

況
に

於
て

破

産

手

続
を

開

始
(

可

能
に
)

し

て
､

以
て

債
権
者
の

損

失
の

増
大

を

防
止

し
ょ

う
と

す

る

思

考
に

基
づ

(

6
)

く
も

の

で

あ

る
｡

そ

し
て

､

こ

の

破

産
原

因
の

問
題
こ

そ
､

実

は

㌶
【

へ
じ

商
法
の

貸
借
対

照

表

(

評
価

･

能
力
)

規

定
に

関

連
を

も

つ

と

考

え

ら
れ

る

の

で

あ

る
｡

こ

の

こ

と

は
､

以
下

に

於
て

実
証
さ

れ

よ

1

つ
○(

1
)

商
事

勅

令
､

第
三

窮

第
一

一

条

｢

破

産
の

と

き

上

記

規

定

通
り

の

署

名

及
び

花

押
が

な
さ

れ

た

帳

簿
及

び

日

記

帳
を

提
示
し

な

い

卸

商
人

及
び

小

売

商
人

及
び

銀

行
業

者
は

､

詐
欺
破

産

者

と

看
倣
さ

れ

る
ぺ

し
｡

+

第
一

二

条

｢

詐

欺
破

産
者

は
､

特
別
に

訴

追
さ

れ
､

そ

し

て

死

刑
に

処
さ

れ

ね

ば

な

ら

な
い

｡

+

(

2
)

一

八

〇
七

年
フ

ラ

ン

ス

商

法
､

第
五

八
三

条

-
第
五

九
二

条
｡

日

本

破

産

法
､

第

三

七

四

条
及
び

第
三

七
五

条
｡

(

3
)

1

.
句
.

∽
c

F

賢
.

出
与
口

F

F

已
t

亡

克

己

ロ

d

出
ご

P
ロ
N

.

汁

A
亡

P
､

田
e

ユ
i

ロ
､

一

九
二

二

年
､

九

〇

頁
｡

(

4
)

E
.

S
c

F

m
巳
m

ロ

ビ
P

C

F
､

ロ
Y

n
P

m
-

s

c

F
e

匹
-

㌢
ロ

N
.

か
.

A
亡

P
.

｢
e

首
N

i

g
.

一

九

三

三

年
､

三

二

〇

頁
｡

な
お

､

財
産

目

録
を

そ
の

中

に

含
む

商

業
帳

簿
の

規
定
が

､

元

来
こ

の

よ

う
に

詐

欺

破

産

(

=

財

産

隠

匿
)

の

防
止

を

目

的

と

し
た

も

の

で

あ

る

と
い

う

事

実

は
､

今

日

の

ド

イ

ツ

及

び

フ

ラ

ン

ス

の

商

法

(

会
社

法
)

に

於

け

る

財
産

目

録
を

考

え

る

場
合
に

重

要
で

あ
ろ

う
｡

吉
永

栄

助
･

飯

野

利

夫

監

修
､

会

社
の

計

算
､

上

巻
､

商
事

法

務

研

究

会
､

昭

和

四

九

年
､

ニ
ー

頁

参
照

｡

(

5
)

我

妻
･

横
田
･

宮
沢

編
､

法

律

学
小

辞

典
､

岩
波

書
店

､

昭

和

一

二

年
､

九

〇
一

頁
｡



( 3 3 ) 商法 の 貸借対 照表規 定 と破 産 法 と の 関 連

(

6
)

中
田

淳
一

､

破

産

法
･

和

議
法

､

有

斐
閣

､

昭

和
三

四

年
､

四

二

頁
｡

加
藤
正

治
､

破

産
法

研

究
､

第
一

巻
､

巌
松

堂

書
店

､

大
正

元

年
､

一

ニ
ー

頁
｡

四

各

国
に

於
け
る

破

産
原

因
と

貸
借
対

照

表

(

評

価
･

能
力
)

規
定
の

有

無

破

産

原

因
と

貸
借
対

照

表
(

評
価

･

能
力
)

規
定

と
の

関
連
は

､

此

較
法

的
な

考
察

､

即

ち

各

国
の

破

産
原

因
と

貸
借
対

照

表
(

評

価
･

能
力
)

規
定
の

有
無
を

調
査

す
る

こ

と
に

よ

り

帰
納
さ

れ

る
｡

各

国
の

破

産
法
が

採
る

破

産
原

因
は

､

こ

れ

を

大

き

く
三

つ

の

(

1
)

類
型
に

区

別

す
る

こ

と
が

で

き
る

｡

即

ち
､

破

産
原

因
に

関

し

て

各
国
の

破

産
法

は
､

こ

れ

ら
の

類
型
を

単
独

的
又

は

複
合

的
に

継

受
し

て

い

る

と

云

え

る
｡

第
一

の

類
型
は

､

ド

イ

ツ

法

主

義
で

あ

る
｡

こ

れ

は
､

∽
支

払

不

能
(

N

旨
-

仁

n

粥
S

己

n
f

買
方
k
2

丘

-
-
｢

債
務
者
が

金

銭
を

有
せ

ず
且

つ

近

く
こ

れ

を

調

達
し

得
る

見
込

み

な

く
､

こ

れ

が

た

め

に

既
に

履
行

期
に

あ

り

且

つ

請
求
を

受
け
つ

つ

あ
る

(

金

銭
)

債
務

(

2
)

の

全

部
も

し

く

は

重

要
な

部

分
を

履
行
し

得
な
い

状
態
+

-
を

以
て

一

般
的
破

産
原

因
と

す

る
｡

そ

し

て

支
払

停
止
(

Z
P

E

巨
慧
T

e

ぎ
∽
t

e
-
】

仁

ロ
の
)

-
1
｢

債
務

者
が

支

払
不

能
に

陥
っ

た

と

い

う

意

(

3
)

味
を

自
ら

表

示

す
る

行

為
+

-
を

以
て

､

支
払

不

能
の

一

証

億

と

す

る
｡

㈱
債
務

超
過

(

亡
b
e
r

∽

C

h

已
d

亡

n

巴

1
｢

債
務

者
の

債
務

(

消

極
財

産
)

と

資
産
(

積
極
財
産
)

と

を

比

較
し
て

前
者

(

4
)

が

後
者
を

超
過
せ

る
+

状
態

-
を

以

て

法

人

(

及

び

相

続

財

産
)

に

対

す
る

特
別
の

破

産
原

因
と

す
る

｡

第
二

の

類
型

は
､

フ

ラ

ン

ス

法

主

義
で

あ

る
｡

こ

れ

は
､

支

払

停
止

(

c

e

s

∽

P

こ
O

n

d
①

勺

巴
e

m
e

n
t

∽
)

を

以
て

唯
一

の

破

産

原

因

と

す
る

｡

こ

こ

で

は
､

債
務

超
過

ほ

破

産
原

因
で

は

な
い

｡

第
三

の

類
型
は

､

英
米

法

主

義
で

あ

る
｡

こ

こ

で

は
､

右
の

第

一

及

び

第
二

の

類
型
の

よ

う
な

概

括
的
な

破

産
原

因
と

異
な

り
､

列
挙

的
に

掲
げ
る

種
々

な

事
項
即

ち

所

謂

破

産

行

為

(

買
t
S

O
{

(

5
)

b

亡

n

打
r

亡

p
t

C

S

が
､

破

産
原

因
と

な

る
｡

｢

所

謂
破

産

行

為

は
､

大

体
は

､

日

本

法
及

び

ド

イ

ツ

法
の

下
に

於
て

､

支
払

不

能
の

証

憑
な

り

と

認

む
べ

き

事
項
な

る

か

又

は

債
権
者
の

権
利
を

侵
害
す

(

6
)

る

事
実
に

該
当

す
る

か

の

熟
れ

か

で

あ

る
｡

+

以

上
で

破

産

原

因
の

三

類
型

､

即

ち

ド

イ

ツ

法

主

義
､

フ

ラ

ン

ス

法
主

義
及

び

英
米
法
主

義
が

明
ら

か

に

な
っ

た

わ

け
で

あ

る

が
､

そ

れ

で

は

次
に

こ

れ

ら
の

諸

国
に

於
け

る

商

法

の

貸

借
対

照

表

(

評

価
･

能
力
)

規
定
は

ど

う
か

｡

実
は

こ

の

点

に

つ

い

て
､

伝

統
的
に

貸
借
対

照

表

評
価

･

能
力

規
定
は

ド

イ

ツ

商
法
の

特

色
で

∽
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あ

る

こ

と
､

換
言

す

れ

ば

フ

ラ

ン

ス

商
法

･

会
社

法

及

び

イ

ギ

リ

ス

･

ア

メ

リ

カ

の

会
社

法
で

は

伝

統
的
に

そ

れ

ら
の

規

定

を

欠
い

(

7
)

て

き

た

こ

と

は
､

一

般
に

よ

く

知
ら

れ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

こ

こ

に

於
て

､

各
国
の

破

産

法
の

破

産
原

因
と

商
法
の

貸
借
対

照

法
(

評
価

･

能
力
)

規

定
を

相

互
に

比

較
す
る

こ

と
に

よ

り
､

我
々

は

次
の

事
実
に

気
が

付
く

｡

破

産
法
の

破
産
原

因
の

三

類
型

､

即

ち
ド

イ

ツ

法
主

義
･

フ

ラ

ン

ス

法
主

義
及
び

英
米
法

主

義
の

中

で
､

債
務

超
過
を

破

産
原

因

と

す
る

の

は

ド

イ

ツ

法
主

義
だ

け
で

あ

り
､

他

方
､

こ

れ

ら

諸

国
の

商
法

或
は

会

社

法
の

中
で

､

伝
統

的
に

貸
借
対

照

表

(

評
価

･

能
力
)

規
定
が

あ
る

の

は

ド

イ

ツ

だ

け
で

あ

る
｡

さ

す

れ

ば

我
々

ほ
､

破

産
法
の

破

産
原

因
と

商
法
の

貸
借
対

照
表

(

評

価
･

能
力
)

規
定

と
の

間
に

次
の

よ

う

な

関

連

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

を

帰
納
す

る

こ

と

が

で

き
る

｡

即
ち

そ

れ

は
､

破

産
原

因
と

し
て

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

の

債
務

超
過

と

商
法
の

貸
借
対

照

表
(

評
価

･

能
力
)

規
定

と
の

ヽ

ヽ

関
連
で

あ

る
｡

(

1
)

斉
藤
常
三

郎
､

比

較
破

産
法

論
､

有

斐
閤

､

昭

和
一

五

年
､

八

二

頁

-
八

八

頁
｡

但
し

､

斉
藤
博
士

は
､

こ

の

他
に

ス

イ

ス

法

主

義

を
一

類
型
と

し

て
､

都
合

四

顆
型

と

し
て

い

る
｡

し

か

し
､

ス

イ
ス

法
は

､

斉
藤

博
士

の

所

謂

形

式

的

破

産
原

因
を

別
に

す
れ

ば
､

実

質

的

破

産

原

因
に

つ

い

て

は

結
局

他
の

類

型
の

折
衷
と

見
る

こ

と

が

で

き
る

と

思
わ

れ

る

の

で
､

私

は

独

立
の

類

型
と

は

し

な

か

っ

た
｡

(

2
)

我

妻
･

横

田
･

宮

沢

編
､

前
掲
辞

典
､

四

八

九

頁
｡

(

3
)

我

妻
･

横
田

･

宮

沢

編
､

前

掲
辞

典
､

四

八

八

貞
｡

(

4
)

斉
藤

常
三

郎
､

破

産
法

及

和

議

法

研

究
､

第
一

巻
､

弘

文
堂

書

店
､

大

正
一

五

年
､

五

八

頁
｡

(

5
)

そ

の

詳

細
に

つ

い

て

ほ
､

斉

藤
常
三

郎
､

破

産
法
及

和

議
法

研

究
､

第
一

巻
､

五
一

頁

-
五
三

頁
参
照

｡

(

6
)

斉
藤
常

三

郎
､

此

較
破

産
法

論
､

八

六

頁
-
八
七

頁
｡

な
お

､

ア

メ

リ

カ

破

産

法
で

は
､

な
る

ほ

ど

債
務

超

過

(

呂
.

S

｡
-

く
e

ロ
C

ユ

の

概
念
は

存
在

す

る

が
､

し
か

し
こ

れ

を

以

て

直
接

的
･

独

立

的

な

破

産
原

因
と

ほ

し
て

い

な
い

｡

イ

ギ

リ

ス

破

産
法

に

ほ
､

こ

の

概
念
は

存
在

し

な
い

よ

う
で

あ
る

｡

(

7
)

不

出
賀
t

F

前

掲

亭
､

六
三

頁
｡

五

債
務

超
過

破

産
原

因
と

貸
借

対

照

表

(

評

価
･

能
力
)

規
定

と
の

関

連
の

理

論
的
必

然

性

こ

れ

ま
で

の

比

較
法

的
な

考
察
に

よ
っ

て
､

債
務

超
過
破

産
原

因
と

商
法
の

貸
借
対

照

表
(

評
価

･

能
力
)

規
定
と

の

関

連
が

帰

納
さ

れ

た

わ

け

で

あ

る

が
､

そ

れ

で

は

次
に

､

こ

の

関

連
の

理

論

的
必

然
性
に

つ

い

て

考
え

て

み

る
｡

破

産

法
上

､

債
務

超
過

を

以
て

破

産
原

因
と

す

る

思

考

即

ち
云

わ

ば

債
務

超
過

破

産
原

因
思

考
が

採
ら
れ

た

場
合

､

そ

の

思

考
が

制
度

化
さ

れ

更
に

そ

の

制
度
的

整

備
が

図
ら

れ

る

上

で
､

ま

ず
商

∂J 4



法
の

貸
借
対

照

表

制
度
と

結
び

付

く
こ

と

は

必

然

的
で

あ

ろ

う
｡

と
い

う
の

は
､

債
務
超
過
が

(

破

産

法
上
)

破

産
原

因
と

し
て

実

効
性
を

得
る

に

は
､

ま

ず
以
て

債
務

超
過
の

判
定

手

段

を

制

度
上

確
立

す
る

必

要
が

あ

る
｡

そ

し

て

そ

の

場
合

､

既
に

商
法

(

或
ほ

ヽ

ヽ

ヽ

会

社

法
)

で

貸
借
対

照

表
の

制
度
が

行

わ

れ

て

い

れ

ば
､

債
務

超

ヽ過

概
念
の

性
格
か

ら

し

て
､

こ

の

貸
借

対

照

表
を

そ

の

判
定

手

段

に

し

よ

う

と

す
る

こ

と

は

当

然

で

あ

る
､

と

考
え

ら
れ

る

か

ら
で

あ

る
｡

そ

も
そ

も

債
務

超
過
と

は
､

積
極

財
産
の

総
額

と

消

極
財

( 3 5 ) 商法 の 貸借対 照表規定 と破 産法 と の 関 連

産
の

総
額
の

比

較
を

前
提
と

す

る

概

念
で

あ

り
､

従
っ

て

こ

れ

は
､

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

貸
借
対

照

表
に

云

わ

ば

よ

く
な

じ

む

も

の

で

あ

る
｡

か

く
し

て

債
務

超
過

破

産
原

因

思

考
が

商

法
の

貸
借
対

照

表

制

度
と

結
び

付
け

ば
､

次
で

そ

の

貸
借
対

照

表
に

記

載
す
べ

き

財
産

の

評

価
及
び

範
囲
に

関
す

る

規

定
､

即

ち

所

謂

貸

借

対

照

表

評

価
･

能
力

規

定
が

結
果
す

る

こ

と

は
､

こ

れ

ま
た

心

然

的
で

あ

る
｡

貸
借

対

照

表
の

借
方

(

資
産
)

総

額

と

貸
方
の

負

債
総

額
と

を

比

較
し
て

債
務

超
過
の

有
触
州

を

判

定

す

る

の

で

あ

れ

ば
､

そ

こ

に

貸

借

対

照

表

作
成

原

則
､

殊
に

資
産
の

評

価
･

能
力

原

則
を

規

定
す

る

必

要
が

生

ず
る

の

は

当

然
で

あ

る
｡

も

し

こ

の

よ

う

な

規
定
を

設
け

ず
に

置
く

な

ら

ば
､

そ

れ

は

債
務

超
過
の

判

定

手

段
を

制

度

上

確
立

し

な

い

場
合
に

劣
ら

ず
､

債
務

超
過
破

産
原

因
思

考

を

制

度
上
に

実

現

し

更
に

実

効
あ

ら

し

め
る

こ

と

は

で

き

な

い

に

違
い

な
い

｡

仮

令
債
務

超
過
の

制
度
的

な

判

定

手

段
と

し
て

貸
借

対

照

表

が

予

定

さ

れ

て

い

た

と

し
て

も
､

そ

の

貸
借
対

照

表
の

作
成
原

則
即

ち

評

価
･

能
力

原

則
が

確
立

さ

れ

て

い

な

け

れ

ば
､

結
局

､

制

度
的
に

貸
借
対

照

表
を

債
務
超
過
の

判

定

手

段
に

用
い

る

こ

と

は

困

難
で

あ

る
｡

こ

こ

ま

で

述
べ

れ

ば
､

如

何

な
る

貸
借
対

照

表
評
価

･

能
力

原

則
が

要
求
さ

れ

る

か

は
､

も

う

明

ら

か

で

あ

ろ

う
｡

評

価

原

則

と

し
て

は
､

真
実

価

値
即

ち

換
価

価
値
に

よ

る

評
価
を

行
い

､

そ

し

て

能
力

原

則
と

し
て

は
､

換
価
価
値

あ

る

財
産

を

貸
借

対

照

表

(

借
方
)

に

掲
げ
る

､

従
っ

て

創
業
費
等
の

所

謂
繰
延

資
産
の

計

上

は

認

め

な
い

､

と

い

う
こ

と

に

な

る
｡

債
務

超
過
の

有

無
と

は
､

そ

の

時
点
に

会
社

を

解

散
し

て

果
し

て

債

務

を

弁

済
し

き

れ

る

か

香
か

と

い

う
こ

と

で

あ

る

か

ら
､

か

か

る

評
価

･

能

力

原
則
が

要

求
さ

れ

る

わ

け

で

あ

る
｡

と

こ

ろ
で

､

こ

れ

こ

そ

実
は

ド

イ

ツ

商

法

初

期
の

貸
借
対

照
表
作
成

原

則
に

他
な

ら
な

か

っ

た

こ

と

は
､

周

知
で

あ

ろ

う
｡

債
務

超
過

破

産
原

因

思
考

が

こ

の

よ

う
に

積
極

的
に

貸
借
対

照

表
と

結
び

付

く
の

に

対

し
て

､

破

産

原
因

思

考

と

し

て

の

支

払
不

r
n

J

能
及
び

支
払

停
止

は
､

少

く
も

積
極
的
に

貸
借
対

照

表
と

結
び

付

朗
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く

性
質
の

も
の

で

は

な
い

｡

な

ぜ

な

ら
､

ま

ず
支

払

不

能
と

は
､

｢

債
務

者
の

弁

済

能

力

の

継
続
的
欠

妖
の

た

め
､

即

時
に

弁

済
す
べ

き

(

期
限
が

既
に

到

来

し
て

債
権
者
が

履
行
の

請
求
を
し

て

い

る
)

債
務

を
一

般
的
に

弁

(

1
)

済
す

る

こ

と
の

で

き

な
い

財
産
状

態
を

い

う
+

(

傍

点

は

安

藤
)

ヽ

ヽ

ヽ

上
に

､

更
に

｢

お

よ

そ

び

と
の

弁

済

能
力

は
､

財

産
･

信
用

･

労

ヽ

ヽ

ヽ

(

1
)

力
な
い

し

技
能
の

三

つ

か

ら

構
成
さ

れ

る
+

(

傍

点

は

安

藤
)

か

ら
で

あ

る
｡

即

ち

貸
借
対

照

表
は

､

∽
時
点

的

な

財
産

状

態

を

表

示

し
､

従
っ

て

継
続

的
な

状

態
を

表
示

し

は

し

な
い

､

00
特

別
の

項
目

分

類
を

行
わ

な
い

限
り

､

必

ず
し

も
､

即
時
に

弁

済

す
べ

き

債
務
の

額
を

表

示

し
は

し

な
い

､

㈹
財
産
の

状
態

を

表

示

す
る

が
､

信
用

､

労
力

な
い

し

技
能
の

状

態
を

表
示

し

な
い

｡

次
に

支

払

停

止

と

は
､

｢

支

払

不

能
な

る

こ

と

を

外

部
に

表
示

す
る

債

務

者
の

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

(

2
)

行
為
な
い

し

挙
動
を

い

う
+

(

傍
点
は

安
藤
)

の

で

あ

る

が
､

貸

借
対

照

表
が

か

か

る

行
為
な

い

し

挙

動
を

表
示

し

な
い

こ

と

は

云

う

ま
で

も

な
い

｡

か

く
し

て
､

こ

れ

ら
の

破

産
原

因
思

考
は

､

貸

借
対

照

表
に

よ

く
な

じ

む

も

の

で

は

な
い

こ

と

は

明

ら
か

で

あ

る
｡

(

1
)

中
田

淳
一

､

前

掲
苔

､

三

八

頁
｡

(

2
)

中
田

淳
一

､

前

掲
書

､

四

〇

頁
｡

六

債
務

超
過

破

産
原

因
の

稚
受
法

国
に

於
け

る

貸
借

対

照

表

(

評

価
･

能
力
)

規
定
の

存

在

か

く

し

て
､

債
務
超
過

破

産
原

因
と

商
法
の

貸
借
対

照

表

(

評

価
･

能
力
)

規
定

と

の

関

連
の

理

論
的
必

然

性
に

つ

い

て

推
理

し

た

わ

け

で

あ

る

が
､

そ

こ

に

於
て

は

結
局

次
の

よ

う
に

図
式

化
さ

れ

る

命
題
が

得
ら
れ

た
｡

即
ち

『

債
務

超
過

破

産
原

因
思

考

↓

商
法
の

貸
借
対

照

表
制

度
と

結
合

↓
貸
借

対

照

表

評

価
･

能
力

規
定

｡

』

と
こ

ろ

で
､

こ

の

命
題
が

正

し

け
れ

ば
､

次

の

二

つ

の

事
柄
が

実

際
に

確
認
さ

れ

る

は

ず
で

あ

る
｡

一

は
､

(

破

産
法
上
)

債
務

超
過

破

産

原

因
を

採
る

国
に

於
て

は
､

必

ず
(

商
法
上
)

貸

借
対

照

表

(

評
価

･

能
力
)

規

定
が

存
在

す

る

こ

と
｡

二

は
､

ド

イ

ツ

の

歴

史
に

於
て

､

右
の

図

式
の

よ

う

な

展

開
が

見
ら
れ

る

こ

と
｡

ま

ず
､

前

者
に

つ

い

て

で

あ

る
｡

こ

れ

は
､

別

言

す

れ

ば
､

(

破

産
法

上
)

破

産
原

因
に

つ

い

て

ド

イ

ツ

法

主

義
を

維

受
し

た

_

国
は

､

(

商
法

上
)

貸
借
対

照

表
(

評
価

･

能

力
)

規
定

を

も

継

受
し

て

い

る

か
､

と

い

う
こ

と

で

あ

る
｡

私

は
､

こ

れ

迄
の

と
こ

ろ
､

こ

の

事
に

つ

い

て

香
定

的

な

資
料
に

遭
遇

し

て

は

い

な
い

｡

次
に

掲

げ
る

各

国
の

商
法
は

い

ず
れ

も
､

債
務
超
過
を

破

産
原

因

∂J 6
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と

す
る

(

こ

と

を

前
提
と

し

た
)

規
定
を

置
く

一

方

で
､

貸
借
対

照

表
(

評
価

･

能
力
)

規

定

を

設

け
て

い

る
｡

(

1
)

∽

一

八

六
三

年
オ

ー

ス

ト

リ

ア

普
通

商
法

第
三

一

条
｢

財
産

目

録

及
び

貸
借
対

照
表
の

作
成
に

際
し

て

は
､

総
て

の

財
産
及

び

債
権
は

､

そ

の

作
成
の

時
に

そ

れ

ら
に

付

す
ぺ

き

価
値
に

よ
っ

て

記

載
さ

れ

ね

ば

な

ら
な
い

｡

不

確

実

な

債
権
は

そ

の

見
積

価
値
に

よ
っ

て

記

載
さ

れ
､

回

収
不

能
な

債
権
は

償
却

さ

れ

ね

ば

な

ら
な
い

｡

+

(

第
一

編

第

四

草
､

商

業

帳

簿
に

つ

い

て
｡

)第
二

四

〇

条
(

債
務

超
過
の

時
に

於
け
る

取

締

役
の

破

産
申
立

(

2
)

て

義
務
の

規
定

｡

)

(

第
二

編

第
三

章
､

株
式
会

社
に

つ

い

て
｡

)

(

3
)

㈹

一

八

七

五

年
ハ

ン

ガ

リ

ア

商
法

第
二

八

東
｢

財
産
目

録

及
び

貸
借
対

照

表
の

作
成
に

際
し

て

は
､

財
産
及
び

債
権
は

､

そ

れ

ら
が

そ

の

作
成
の

時
に

有
す

る

価
値
に

よ

っ

て

記

載
さ

れ

ね

ば

な

ら

な
い

｡

不

確

実
な

債
権
は

そ

の

見

積

価
値
に

ょ

っ

て

記

載
さ

れ
､

回

収

不

能
の

そ

れ

は

償
却
さ

れ

ね

ば

な

ら

な
い

｡

+

(

第
一

編

第
四

革
､

商
業
帳

簿
｡

)

第
一

八

七

条
｢

計

算
又
は

貸
借
対

照

表
に

よ

り

…
･

‥

会

社
の

財

産
が

債
務

を

填
補
し

な
い

こ

と
が

判

明
し

た

場
合
に

は
､

取

締
役

は
､

そ

の

権
限
の

あ

る

裁
判

所
に

破

産
開

始
の

た

め

に

こ

の

こ

と

を

届
け

出
ね

ば

な

ら

な
い

｡

+

(

第
一

編

第
一

〇

革
､

秩
式

会

社
｡

)

(

4
)

㈹

一

八

八

三

年
ボ

ス

ニ

ア

=
ヘ

ル

ツ
ェ

ゴ

ダ
イ

ナ

商
法

(

5
)

第
三

〇

条
(

｢

付

す
ぺ

き

価

値
+

の

規
定

｡

)

(

第
一

編

第
四

章
､

商
業
帳

簿
に

つ

い

て
｡

)

第
一

九

九

条

｢

帳
簿
又

は

貸
借

対

照

表
に

ょ

り

…

…

会

社
の

財

産
が

債
務

を

填

補
し

な
い

こ

と

が

判

明

し

た

場
合
に

は
､

取

締
役

は
､

そ

の

権
限
の

あ

る

裁
判

所
に

破

産

開
始
の

た

め

に

こ

の

こ

と

を

届
け

出
ね

ば

な

ら

な
い

｡

+

(

第
一

編
第

一

〇

革
､

株
式

会

社
に

つ

い

て
｡

)

(

6
)

肖

一

八

九
七

年
ブ

ル

ガ

リ

ア

商
法

(

5
)

第
三

五

条
(

｢

付

す
ぺ

き

価
値
+

の

規
定

｡

)

(

第
一

窮

策
四

草
､

商
業
帳

簿
に

つ

い

て
｡

)

第
一

九

四

条
｢

計

算
又
ほ

貸
借
対

照

表
に

よ

り

…

…

会
社
の

財

産
が

も

は

や

債
務
を

填
補
し

な
い

こ

と

が

判

明

し

た

場

合
に

は
､

取

締
役
は

､

そ

の

権

限
の

あ

る

地

方

裁
判

所
に

破

産
開

始
の

た

め

に

こ

の

こ

と

を

届
け

出
ね

ば

な

ら

な
い

｡

+

(

第
二

編

第
四

章
､

株

式

会
社
に

つ

い

て
｡

)

糾

明

治
三

二

年
日

本

商

法

第
二

六

条

｢

動
産

､

不

動
産

､

債
権

､

債
務

其

他
ノ

財
産
ノ

総

▲7

目

録

及
ヒ

貸
方

借
方
ノ

対

照

表
ハ

商
人
ノ

開

業
ノ

時
又
ハ

会

社
ノ

朗
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設
立

登

記
ノ

時
及
ヒ

毎

年
一

回
一

定
ノ

時

期
二

於
テ

之
ヲ

作
り

特

二

設
ケ

タ
ル

帳
簿
二

之
ヲ

記

載
ス

ル

コ

ト

ヲ

要
ス

｡

財
産
目

録
ニ

ハ

動
産

､

不

動
産

､

債
権
其

他
ノ

財
産
二

其
目

録

調

製
ノ

時
二

於

ケ

ル

価

格
ヲ

付
ス

コ

ト

ヲ

要
ス

｡

+

(

第
一

荊

第
五

草
､

商

業

帳

簿
｡

)第
一

七

四

条
｢

…
･

‥

会

社

財
産
ヲ

以

テ

会

社
ノ

債
務
ヲ

完
済
ス

ル

コ

ト

能
ハ

サ

ル

ニ

至
リ

タ

ル

ト

キ
ハ

取

締
役
ハ

直

チ
ニ

破

産
宣

告
ノ

請
求
ヲ

為
ス

コ

ト

ヲ

要
ス

｡

+

(

第
二

縞

第

四

草
､

株

式

会

社
｡

)と
こ

ろ

で
､

一

八

六
一

年
普
通
ド

イ

ツ

商
法
及
び

右
に

掲
げ

た

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

商
法
で

は
､

い

ず
れ

も
､

債
務

超
過
は

株

式

会
社
に

特
別
の

破

産

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

原
因
で

あ
り

な
が

ら
､

評
価

規
定
は

商
人

一

般

を

対

象
と

し

た

も

の

で

あ

る
｡

前
に

得
た

命
題
か

ら

す

れ

ば
､

こ

の

事
実
は

一

見
奇

異
で

あ

る
｡

株
式

会

社
に

つ

い

て

は

債
務

超
過
が

破

産
原

因
と

さ

れ

て

い

る

か

ら
､

貸
借
対

照

表

(

評
価

･

能
力
)

規
定
が

必

要
な

こ

と

は

わ

か

る

が
､

し
か

し

債

務
超
過

が

破

産
原

因
と

し
て

規
定

さ

れ

て

い

な

い

個
人

商
人
や

合
名

会

社

等
に

対

し

て

迄
､

ど

う

し

て

貸
借
対

照

表
(

評

価
･

能
力
)

規
定
が

必

要
な
の

か
｡

こ

の

点

に

つ

い

て

は
､

ま

ず
二

通

り

の

解

釈
が

考
え

ら
れ

る

で

あ

ろ

う
｡

一

ほ
､

株
式

会
社
に

特
別
の

破

産
原

因
と

し
て

債
務

超
過

思
考

が

ま

ず
在

っ

て
､

後
に

そ

れ

が

普
遍
化

し

た
､

即

ち

そ

の

思

考
が

合

畑

名

会

社
や

個
人

商
人
に

迄
一

般

化

し

た

(

未
だ

法

制

化
さ

れ

る

迄

に

は

至
っ

て

い

な
い

が
)

と

い

う

解
釈

｡

二

は
､

そ

の

道
で

､

一

般
的

破

産

原

因
と

し

て

債
務

超
過

思

考
が

従

来
在

っ

て
､

後
に

そ

れ

が

株

式

会

社
に

特
別
の

破

産
原

因

に

云

わ

ば

後
退

し
た

と
い

う

解

釈
で

あ

る
｡

私
は

､

後
者
を

採

る
｡

ド

イ

ツ

普

通

法
(

の
e

m
e

r

n
e

s

R
e

c

F
t

)

-
一

五

世

紀
及
び

一

六

世

紀
の

頃
よ

り
一

九

世

(

7
)

紀
に

至

る

ま

で

全
ド

イ

ツ

に

行
わ

れ

た

-
に

於

け

る

破

産
原

因

(

8
)

ほ

債
務
超
過

で

あ
っ

た

と
い

う

事
実
が

､

そ

の

根
拠
で

あ

る
｡

そ

し
て

､

一

八

五

五

年
プ

ロ

シ

ア

破

産
法

(

第
三

二

二

条
及

び

第
三

二

三

条
)

が
､

非
商

人

に

つ

い

て

は

債
務

超
過
を

以

て

唯
一

の

破

(

9
)

(

∽
)

産
原

因
と

し
て

い

た

の

は
､

恐

ら

く

そ

の

名

残
り

で

あ

ろ

う
｡

い

ず
れ

に

せ

よ
､

前
に

明

ら

か

な

如

く
､

破

産
原

因

と

し
て

債

務

超

過

を

採
る

国
は

､

必

ず
貸
借
対

照

表

(

評
価

･

能
力
)

規
定

を

有
す
る

こ

と

は

確
か

で

あ

る
｡

し

か

し
､

貸
借
対

照

表
規
定

を

有
す

る

国
､

必

ず
し

も

債
務

超
過
を

破

産
原

因
と

し
て

い

る

と

は

限
ら

な
い

｡

こ

れ

は

こ

れ

で

実

害
は

な
い

｡

こ

の

好
例

は
､

明

治

一

七

年
ロ

エ

ス

レ

ル

草
案
及

び

明

治
二

三

年
旧

商
法
で

あ

る
｡

こ

れ

ら
は

共
に

､

会
計

(

商
業
帳

簿
)

法

規
に

つ

い

て

は

ド

イ

ツ

商

(

1 1
)

法
に

倣
っ

て

評

価
規

定

を

置
き

な
が

ら
､

他

方

破

産
法

規
で

は

フ
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(

1 2
)

ラ

ン

ス

商
法
に

倣
い

株
式

会
社
に

特

別

の

破

産

原

因
(

債

務

債

過
)

を

定

め

て

い

な
い

の

で

あ

る
｡

(

l
)

〇
一
出
古

記
F

発

声

口
訂

笥
-

t

e

已
e

n

試

賀
計

-

s

g
e
∽

芝
N

付

計
s

E

邑
b

巴
-

s
.

い
.

出
d

..

出
e
r
-
i

ロ
､

一

八

八
五

年
､

八
一

九

頁
1
八

九

八

頁
に

収

録
さ

れ

て

い

る
｡

な

お
､

以

下
に

掲

げ
る

第
三

一

条
と

第
二

四

〇

条
は

､

一

八

六
一

年

普
通

ド

イ

ツ

商

法

と

全

く

同

じ
で

あ

る
｡

(

2
)

木

桶
の

二

注

(

2
)

に

既
に

掲

げ

た

と
こ

ろ

と

全

く

同
一

内

容

で

あ

る
｡

(

3
)

〇
.
四
U

r
C

訂
r

d
t

こ
別

掲

書
､

九

二

九

頁

-
一

〇
一

八

頁
に

収

録

さ

れ

て

い

る
｡

(

4
)

〇
一
出
白

岩
F

罵

声

前

掲
書

､

一

〇
四

一

頁
1

一

二
六

頁
に

収

録
さ

れ

て

い

る
｡

な

お
､

ボ

ス

ニ

ア

=
ヘ

ル

ツ

ェ

ゴ

ダ

イ

ナ

(

申
U
S

･

2 .

e

ロ

呂
d

聖
e

H
e

岩
e

g
O

く
i

ロ

P
)

は
､

今

日
で

は
ユ

ー

ゴ

ス

ラ

グ

ィ

ア

連
邦
の

一

構

成

共

和

国
で

あ

る
｡

(

5
)

既
に

掲
げ
た

一

八
六

三

年
オ

ー

ス

ト

リ

ア

普
通

商
法

第
三

一

条

と

同
一

内

容
で

あ
る

｡

(

6
)

J

.
只
｡

E
e

【

宏
声

(

H
諾
g

･)
,

ロ
訂

H
P
】

己
e
-

品
e

邑
N
e

計
∽

H

乙
b
P

亡
s

､

∞

.
切

P
.

出
e

ユ

早
一

九

〇

六

年
､

二

二
貞

-
一

四

四

頁

に

収

録
さ

れ

て

い

る
｡

(

7
)

加

藤
正

治
､

前

掲

書
､

七

〇

頁

-
七

一

頁
｡

(

8
)

加

藤
正

治
､

前
掲

書
､

七
二

頁
｡

松

岡

義
正

､

破

産
法

論
､

上

巻
､

巌
松
堂

書
店

､

昭

和
四

年
､

三

五

六

頁
｡

〇
･
∽
t

O

b

ぎ
N

宍

G
e
s

c

F

訂
F

言
n

わ

監
r

-

t

e

【

の

ロ

n

b

已
s

c

F
e

n

只
○

ロ
打

喜
S

勺

3
N

e

琵
e
S

】

切
e

T

〓
n

､

一

八

八

八

年
､

一

二

頁
1
二

七

頁
参
願

｡

(

9
)

竹

野

竹

三

郎
､

破

産
法

原

論
､

上

巻
､

巌
松
堂

書

店
､

大

正
一

二

年
､

五

〇

頁
｡

加

藤
正

治
､

前
掲

書
､

七

四

頁
｡

冒
e

只
○

ロ

打
亡

記
1

0

邑
n

亡

口
閃

く
O

m

00
.

呂
巴

-

00

h

h

P
-

品
e

野

口

告
ユ

亡

n
a

e

r

嘗
ロ
N

t

n

F
r

c

F

d

監

G
の

笛
t

N

≦
U

m

-

N
.

岩

野
N

-

票
心

.

出
e

ユ
i

n
.

一

八

六

九

年
｡

(

1 0
)

付

言

す
れ

ば
､

ド

イ

ツ

に

於

け

る

こ

の

よ

う

な

破

産

原
因
の

変

革
は

､

一

八

〇
七

年
フ

ラ

ン

ス

商
法

の

破

産

法

規
の

大

な
る

影

響
を

受
け

て

の

こ

と

の

よ

う
で

あ

る
｡

加

藤
正

治
､

前

掲

書
､

七

四

頁
､

及
び

竹

野

竹
三

郎
､

前
掲

書
､

四

九

頁
参

照
｡

(

1 1
)

司

法

省
､

ロ

エ

ス

レ

ル

氏

起

稿

商
法

草

案
､

二

〇

四

頁
｡

(

12
)

加

藤
正

治
､

前
掲

書
､

八

〇

頁

-
八
二

貞
｡

七

債
務
超
過

破

産

原

因
思

考
の

貸
借
対

照

表

規

定
に

対

す
る

先

行

次
で

､

既

述
の

命
題
か

ら
そ

の

確
認
が

予

想
さ

れ

た

第
二

の

事

柄
に

つ

い

で

あ

る
｡

こ

れ

は
､

ド

イ

ツ

に

於
て

､

『

債

務

超

過

破

産
原

因
思

考

l
商
法
の

貸
借
対

照

表

制
度
と

結
合

↓
貸
借
対

照
表
評

価
･

能
力

規
定
』

と

い

う
歴

史

的

な

展
開
が

存
在
し

た

か
､

と

い

う
こ

と

で

あ

る
｡

実
は

こ

の

点

に

つ

い

て

も
､

答
え

は

肯
定

的
で

あ

る
｡

ハ

リ
U

破

産

原
因
と

し

て

の

債
務

超
過
は

､

そ

れ

が
ロ

ー

マ

法
に

迄
さ

朗



一 橋論叢 第七 十 三 巻 第 六 号 ( 4 0 )

(

1
)

か

の

ぼ

る

か

ど

う
か

は

と

も
か

く
､

遅
く

と

も

既
に

触
れ

た

如
く

ド

イ

ツ

普
通

法

(

一

五
･

六

世

紀
-

一

九
世

紀
)

に

於
て

存
在
し

(

2
)

て

い

た
｡

そ

し

て
､

こ

れ

ま
た

前
に

触
れ

た

よ

う
に

､

一

八
五

五
ヽ

年
の

プ

ロ

シ

ア

破

産
法
で

さ

え
､

ま

だ
､

非

商
人
に

つ

い

て

は

債

､

､

､

,

,

,

､

,

､

,

､

､

､

(

3
)

務

超
過
を

以
て

唯
一

の

破

産
原

因
と

し

て

い

た
の

で

あ

る
｡

ド

イ

ツ

で

年
次

貸
借
対

照
表
が

明

確

な

形
で

制
度
と

し

て

登

場

(

4
)

す
る

の

は
､

一

八
四

三

年
プ

ロ

シ

ア

株
式
会

社

法

(

第
二

四

条
)

か

ら

で

あ

る

が
､

こ

の

制
度
は

既
に

一

八
二

九

年
ス

ペ

イ

ン

商
法

(

第
三

六

条
)

及
び

一

八
三

八

年
オ

ラ

ン

ダ

商
法

(

第
九

条
)

に

存
在
し
て

い

た
｡

そ

し
て

､

こ

の

事
実
は

ド

イ

ツ

に

も

知
ら
れ

て

(

5
)

い

た
｡

と

こ

ろ

で
､

一

八

四
三

年
プ

ロ

シ

ア

株
式

会
社

法

は
､

ま

た
､

次
の

規
定
を

も
っ

て

い

た
｡

第
二

六

条
｢

提

出
さ

れ

た

貸
借

対

照

表
に

よ

り

会
社
の

財
産
額

が

債
務
の

填

補
に

不

足
す

る

と

き
は

､

州

政

府
か

ら

そ

の

通

知
を

受
く
べ

き

裁
判

所
ほ

､

職

権
を

以
て

破

産
を

開
始
せ

ね

ば

な

ら

な

い
｡

+か

く

し
て

､

一

八
四

三

年
プ

ロ

シ

ア

株
式

会
社

法
は

､

早

く
も

債
務

超
過
の

判
定
に

年
次

貸
借
対

照

表
を

使
用
し
て

い

る
｡

し

か

し
､

こ

こ

で

は

未

だ

貸
借
対

照

表

評

価
･

能
力

規
定

は

登

場
し
て

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

い

な
い

｡

強

行
法

規
と

し
て

貸
借
対

照

表
評

価
規

定
が

現

わ

れ

る

の

は
､

草

案
の

上
で

は
一

八
五

六

年
の

プ

ロ

シ

ア

商

法

草

案
か

ら

細
片

J

で

あ

り
､

現

実
に

法

律
と

な
っ

た

の

は
一

八

六
一

年
の

普
通
ド

イ

ツ

商
迭

1
そ

の

第
三

一

条
が

か

の

有
名
な

｢

付

す
べ

き

価
値
+

(

6
)

の

規
定

-
か

ら

で

あ

る
｡

右
に

示

し
た

と

こ

ろ

か

ら

は
､

『

債

務

超

過

破

産
原

因

思

考

l
商
法
の

貸
借
対

照

表
制

度
と

結
合

l
貸
借
対

照

表
評

価
規

定
』

と

い

う

歴
史
的
な

展
開

が

読
み

と

れ

る

が
､

こ

れ

は

ま

さ

に

前
の

命

題
の

図

式
に

符
合
す

る
｡

か

く

し
て

､

前
の

命
題
は

､

さ

き

ほ

ど

の

云

わ

ば

継
受
比

較

珪

的
な

検
証
に

次
で

､

更
に

こ

こ

で

は

云

わ

ば

歴

史
的

な

検

証
に

も

合

格
し

た

わ

け
で

あ

る
｡

(

l
)

加
藤
正

治
､

前

掲

苔
､

四

八

東
､

及
び

松

岡
義
正

､

前

掲

香
､

三

五

六

頁

参
照

｡

(

2
)

本

稿
の

六

注

(

8
)

参
照

｡

(

3
)

本

稿
の

六

注

(

9
)

参
照

｡

(

4
)

第
二

四

条

｢

取

締
役
は

､

財
産

状

態
の

概

観
の

た

め

に

必

要

な

諸

帳

簿
を

作

成
し

､

更
に

､

毎

営

業

年

度
の

最

初
の

三

ケ

月

内

に

会

社

財
産
の

貸
借
対

照
表

を

作

成

し
､

且
つ

特

定
の

帳

簿
に

記

載
す

る

義
務

を

負
う

｡

当

該

貸
借
対

照

表

は
､

会
社
の

所

在
地

の

あ

る

州

政

府

に

提

出
さ

れ

ね

ば

な

ら
な
い

｡

+

(

声

き
､

e

F
F

品
e
}

-
-

D
P
S

河
e

c

F
t

d
e
【

A
打
t

訂
ロ
･

G
e
s

已
-

∽

〔

F

已
t

e

ロ

ロ

p
C

F

d
n

ヨ

A
亡

m
e

ヨ
e
i

莞
ロ

D
空
レ
･



( 4 1 ) 商 法 の 貸借対 照表規定 と破産法 と の 関連

t

s
c

F
e

ロ

エ

岩
倉
-

s

笥
S

O

-
～

汁

己
C

F
e

仁

ロ
良

計
m

勺

岩

島
i

s

c

訂
ロ

G
?

s

e
t

N

e

<
O

m

-

汁

句
e

官
亡

P
H

-

∞

思
T

.

只
望
n

-

一

八
六

六

年
､

に

は

一

八

四

三

年
プ

ロ

シ

ア

扶

式

会

社
法
の

全

条

文

が

収

録

さ

れ

て

い

る
｡

)

(

5
)

E
n
t

弓

弓
{

e
i

n
e

s

H

岩
倉
-

s

g
e
s

e
t

N

F
-
C

F
e
s

旨
H

計
s

只

旨
ギ

邑
c

F

W
守
t

t
e

m
b
e
r

g

m
i

t

呂
｡
t

i

く

昌
Y

S
t

已
t

g

賀
t

-

一

八
三

九

年
､

の

第
三

六

条
理

由
書

､

及

び

E

芝
w
亡
r
{

e
-

ロ

琵

巴
】

g
e

m
已
ロ
e

n

H

呂
告

-

s

笥
S

芝
N

b

宍
F
2

S

芸
1

ロ
2

已
∽

C

E

昌
d

-

く
O

n

計
r

ぎ
岩
F

〔 .

F
∽

河
e

訂
F
s

m
i

ロ

賢
e

ユ
亡

m

d
e
【

l

宏
亡
N

ロ

訂

計
蒜
2
S

毘
N
e

ロ

C
O

ヨ
･

m
-

∽

軋
O

n
､

句
り

a

n

粁

2
ユ

p

m

呂
巴
ロ

､

一

八

四

九

年
､

の

第
一

〇

条

理

由
書

､

及

び

〇
.

出
○

岩
F

弓
九

戸

前

掲

書
､

六

七

六

頁
参
照

｡

(

6
)

こ

の

辺
の

詳
細
に

つ

い

て

は
､

拙

稿

｢

株
式

会

社

会

計

法

評

価

規
定
の

展
開
(

一

)

-
時

価

主

義

評

価

規
定
の

成

立

ま
で

-
+

(

一

橋
大

学
研

究

年

報
､

商
学

研

究
1 8

､

一

九

七

五

年
､

所

収
)

参

照
｡

八

ま

と

め

貸
借
対

照

表
(

評

価
･

能
力
)

規
定

は
､

元

来
､

ド

イ

ツ

系
商

法
に

特
有
の

も

の

で

あ

り
､

フ

ラ

ン

ス

系
商
法
及

び

英

米
の

会

社

法

等
に

は

無
い

｡

こ

れ

は

何
故
か

｡

そ

の

鍵
は

､

こ

れ

ら
の

諸

国

の

破

産
法
に

於

け
る

所
謂
破

産

原

因
の

伝

統
に

あ

る
｡

そ

の

中
で

て

き

た
｡

債
務

超
過
破

産
原
因

思

考

は
､

や

が

て

商
法
の

年
次

貸
借

対

照

表

制
度
と

結
び

付
く

｡

そ

れ

は
､

債
務

超
過
の

制
度
的
な

判
定

手

段
と

し

て
､

こ

れ

に

ま

さ

る

も

の

は

な
い

か

ら
で

あ

る
｡

こ

う
し

て

債
務

超
過

破

産
原

因
思

考
が

商
法
の

年
次

貸
借
対

照

表
制
度
と

結
び

付

け

ば
､

そ

こ

か

ら

貸
借
対

照

表

評

価
･

能
力

規

定
が

生

ず

る

の

は
､

云

わ

ば

も

は

や

時

間
の

問
題
で

あ

る
｡

そ

し
て

実
際

､

か

か

る

展
開
は

歴
史
事
実

等
に

ょ
っ

て

確
認
で

き

る
｡

か

く

し

て
､

最
も

単
純
に

は

『

債
務
超

過

破

産

原

因
思

考

↓

貸
借
対

照

表
(

評

価
･

能
力
)

規
定
』

と

図
式

化
さ

れ

る

命
題
が

定
立

さ

れ

た
｡

私
は

､

近
い

将
来

､

別

稿
に

於
て

､

こ

の

命
題
を

云

わ

ば

桂
子
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